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第ｔ ∠事案の概要
１

理 ……由

以下 ＼｢処分庁｣ﾉ とい う。) は、ﾉ生活保護法( 以 下卜よF法卜………と以ヤ｢ 処分庁｣ 士 い 陬) は｣ 生活保護法 体 下／ 御｣…
…

√) 第ﾉ25 条第 ２項に棊づ 貪レ 平成 ２２年｡6 月①8 排 ㈹ 審査 蹌求人－

| 似 卞U 請尚 人j とﾚい う。･ﾚ)にl対 Ｕ万｡;生晧保護 女更決走瓦分j(以下＼｢禾杯処
9｡……ここ……11分jｽ と い う６，)

を 行 っ た ど こ ろ ， 請 求 人 は こﾉれ を 不 服 と し て ， 平 成 万2 2年6 万丹 享……………

厂 ぺ日 付 で 沖 縄 県 知 事( 以 下 犬｢当 庁｣ ，とい う 。) に 対 し ， 審 査 請 求 を 提 起 し/た 事 案 ヤ ヶ……,…………

… …あ･る 。 … … …　 二 …… ……　 ニ　 ェ レ ノ … …　 ……ｽ …゙……………1……………:………1'，

ｙﾉ 本 件 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由 卜　　　　 ‥‥ ‥ ‥ ‥‥J
‥‥‥　　 ‥‥＞ …… …… ……j……

……j ………

上 処 分 庁 に よ る 本 件 処 分 の 理 由 は 、 生 活 保 護 変 更 決 定 通 知 書 に よ るIと｢ 平 成2 …………万II

＼2 年 ６ 月 １ 日 世 帯 分 離 二( 長 女) ６ ／ ！ 付 世 帯 分 離｣ 厂と し で い 右 。… …………………1………
……T…………1'

㎜　　　　㎜　　　　　　　　　　j　　　　　　l･　　・　　　　　　　● ■●'I　　　　｡･IFI　　I.　■』.i' .I
ご れ に 対 し て鵲 求 人 は √｢ 世 帯 分 離 で き る 場 合 で な く √ ま た 不 利 益 処 分 で あ ＼……｣･･ :=､｡
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１

るところ通知書にその理由が一切記載されていないレ」と主張している。。
卜本件審査請求にういては、処分庁が決定した本件処分に納得がいかず、処分
の取消を求めるもめと解する。づ　　＼　　　　　　　　‥‥‥　　‥‥

‘当 庁 の 認 定 し た 事 実及 び 判 断　　　 ダ　　　　 ト
郷 定 事 実 ‥ ‥‥‥＝… …… …

……
…
…
…
… …… …

当 庁 の調 査 に よJる と、 以 下 の とお り と認 めら れ る。
Ｉ　Ｉ　　■　　　　　　、　●　ｒ　　　　　Ｉ． 。

(1)………平成2/1 年４升 球Ｅ頁 ＼処分庁は請求人世帯め生活保護を開始する。

や ）/ｿﾞ平 成2ﾉ2 〉年5ft  1  1ｿ 日白 ……処 分 庁 は 鱶 求 人 に洟L し √ 請 求 人 長 女 は 稼 動 年 齢 で 卜

＼ こあ り ，∧稼 働 能 力 が あ るlに もﾔか か わ ら ず 就 労 が 無 い 場 合 は 世 帯 分 離 もjあ り:え るﾚ
.』　・　　-I-･　.I　　l　　,　・　　･.1　　..¶　II　II　..I　●･’I ’･.■I　　　I･.　・　・ ■　,l.　･･ ¶･　・
ふﾂ:1 と:伝 え る

(6)……同｡一年‘7･と月１ ２ 日付 ……誰1求 人=か ち の反 論 書を 当 庁 が 受 理 。

T2 ＼＼ 判 断 卜 … ………… ………ﾚ……,… … ………
………ｼ ＼ﾌﾟ… …

……ｼﾞ
………:∧ ……….,ｿ… …j……（ ＝　 卜 … … … … …

… … … …j.

…
………（1 ）ぐ

卜=し.･ﾉ
法 令 辱ﾑ ……j…… ……… … … ………1…………j …… …ﾌ

…
……j
…
……/＼卜

… …… 上
上

卜 ∧ ‘ ノニ1 … ……!　　　
…
… ＼

し

二… …
…j ‘ア‘.7 敖 第 ］/条 々 は ， ｊ に め 法 律 は ぐ……日 本 国 憲 法 第 ２ ５ 条 に 規 定 す る 理 念 に 基

Ｉ　　　¶　・　■　　　　■　　　　　　 Ｉ　・　　　　　 ’･ ●･．　・　　　･･　　　 ．　　　　　 ’　　 ●　，　・　　　　　　 ・
ｿ…゙…
…j…
……＼,… …

…き ﾌﾟ･， 国 が 生 活 に 困 窮 す る 全 て の 国 民 に 対 し √ そ の 困 窮 の 程 度 に 応 じ ，二必 要 Ｊ

……゚ ………ﾄﾞﾚﾚ な 保 護 を 行 い √ そ の 最 低 限 度 の 生 活 を 保 障 す る と と も に √ そ の 自 立 を 助 長

…………` ･l………
…… …す. る こ と･ を･ 目 的 と す るi, ……」卜と 二･，グ こ･,め 法 律 の 目 的 を 定 め で い る ．．‥

‥ ‥ ‥ ‥‥

■■　　 ㎜　¶　　　･．　　　　　・　　　　　　　　　　　 ・　　・ ■¶　，　　　　　･Ｉ･ ■■　　　　　　　　 Ｉ　　 』

イ ……法 第 ４ 条 第 亅二項 で は レ ノ｢保 護 は √ 生 活 に 困 窮 す る 者 が √ そ の 利 用 し 得 る

……資 産 、 能 力 そ の 他 あ ち ゆ る も 坏｣をﾚ、……ぞ り 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活

卜 用 す る ご と を 要 件 と し て 行 わ れ る 。丁 と 、 保 護 の 補 足 性 に つ い て 定 め て い

…
…
…る

。イ … ……
……l … ………… … …

……j…
…厂1……･……………………… …　 … …　　 ヘ　　　　　　 ソ
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l l･

ウ　法第１０条では、y「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定め
るものとする。但し、これによりがたいときは､･個人を単位として定める
こ とができる。」と、世帯単位の原則について定めている。

………… 羊犬法第３５条第２項では、づ｢保護の実施機関は、賃に、被保護者･の生活状
十　j………態を調査し√保護の変更を必要とすると罫めるときは:、すみやかに､万職権
……… … をもつてその決定を行い、書直をもづて､万これを被保護者に通知しなけれ
１　　　．‘．'　　・　　　　　　　・ Ｉ　・　　Ｉ　　　　　・　．　¶･Ｉ　　　･-■　■　　Ｉ．．　　　　Ｉ　　・　　　　　･-Ｉ．Ｉ=ﾉ万……………　ばなら/ない√前条第２項め規定は√この場合に準用する。』 とj、職権によ
/j……………j………1…………る保護め変更比ついズ定めTてい名｡……万ｽ………:………j……………………y二1'Iｽ………lij.ﾆﾉ/…………………………

ti亠二二4f冫…………:.……………;.･･,;・　………尸…………･.･: ，.　‥‥‥‥jﾍ･　･．………………………………'ﾚ………:…………;…………･,.IIご………………:…………………… ………ﾚ匸‥‥‥‥‥‥‥‥‥：．
=Ｉ-ﾌ…゚…ﾉ………]j……･………j………万………J･‘'.2j,.4.j6 '号1=ｭ厚.ま脊社命局長燭卸､･………早j･下''1.‘｢昴釈珊知厂り?:う。,･つ,/第Iχ,1才.･-3々!冰、
ｿご
……ﾚ……………ﾉ……=ﾉ………十十……ﾚ,j)……ﾆ………ﾆF,,･同十世栴に無 匸弋いjざごど

……扉走ぎﾉ紅尚……も･.･JIめ'1万,々･,,･も･Ij･･･11.万次め.y''ﾒ.す･れ'ｶ･Syl･.辷妝叫ず尚……

II ●･..I ■l　,.¶I■･　　i　 ・　　　　 －'･I　 ■　　　.　●　'丶　.`　　･I　　I ■　　　　¶･ II　 ■ i　　.　　 ㎜

卜……:………7･ﾔ…
…
…ｷﾉ ………乖 痞 保 護 問 答 集 ぱ つ い で,( 平 成 ダ1

△年 末 年3 ｿﾞ1 ………1白…………゚厚 生 労 働 省 社 会ﾚ･ 援 護

ぺ…………゚……○ ソ……jJ,局 保 癨 課 長 事 務 連 絡) 卜 問 ぐレ0-1 ……,４' の 答 々 ごy二万｢本 法l こﾋお い て ， 決 定 通 知 書

.I　　　 ‾I―㎜■■㎜　　　　　 ■　l,.　I　.　 ・　　'I　 ・　　・　　l,　　.　・　｀I　･-　 ・.14 .11　　　　 －　.|.　　　　　　　　　I
…
…=Ｖ､j…………=lこ 決 定 理 由 を 付 記 し な け れ ば. な ら な い こ と ……と さ･ れ, て い る( 法 第J24 条 第 ２ 卜

………∧
つ
……j項

，j 第 忿 ５ 条 第 ２ 項 及 び 第 ＼2 6 条) ………こ とl ま
，: 本 法 め1 自 的 が 国 民 の 最 低 限 度ﾉ

ﾕ
…………ﾊﾟ………ﾓjい…

…の 生 晧 め 保 薗 ご あ る 首 と か もﾚ ，･1保 護 の 決 定･ がj ごぐy,万万ど. め･ よ う 万な 理 由 ぱ よ っ て 行
．･．・　・　　●･　　Ｉ　　　．-，　　Ｉ　　　 Ｉ　　　・　　　　　　　　　　 ． ・　　　'･，　・　ｉ　　¶　¶　¶　　　　．　・

=…
……Ｊ……………]万……わ れ た も の で あ る か を √ 申 請 者 等 に 十 分 周 知 さ せ る こ ∇と/ が 望 ま し い と の 趣

ﾚｽﾄ ＼二………… 旨l と=j'･よ る も の で あ る ． ∵し た: が づ で √ 決 定 通 知 書 に 付 記 す べ き 理 由 は ， そ の

………)……………
二
…………よ うJ な 趣 万旨 を 満 足 さ せ る も め で な け れ ば な ら な いﾝ ｿ ご れﾉ を 保 護 の 決 定 の そ]

j……
…… …………万れ ぞ れ に 七) い て, 具 体 的 に 示 す こ ＼と は4ﾉ 困 難 で あ る が √ 個 別 の ケ ー ス に 応 じ

万万… ………,……
…
で ，し 決 定 め 理 由 を 周 知 さ ぜ る に 必 要 か う 十 分 な 内 容 で あ り ， 申 請 者 等 が 容

………こ
… ………

……易i ご 理 解 で き る よ う ＼な 表 現 帝 用 い る こ とj が 望 ま し い
．エ｣

と 決 定 通 知 書 の 決
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(2) 本 件 処 分 に つ い て　　 二 十　　　　　　　　 ‥･ ・　　　　　　　 ∧

本 件 処 分 に お い て は ① 世 帯 分 離 が 適 法 か 否 か ， ② 本 件 処 分 の 理 由 付 記 が 十

‥分 か 否 か が 争 点 と な る ．
… … …… … …

……････ ．．・　 ・ ．．･ ．　　　･ ．･･　　 ．･･

…… ①
，
世 帯 分 離 が 適 法 か 否 か … …… ……J/十] … … … ………… … …

う　
…
…　 ……　 ……

…
ｉ　　・　，　･･　 ．　　　 ．， ．･･･' ｊ　 ，．．･　　　　　・　　　　 ．　　　　　 ・　 ・　　　　　　 ・

ﾆﾉﾕ 保 護 は ， 世 帯 を 単 位 と し て そ の 要 否 及 び 程 度 を 定 め るﾌ こ と を 原 則 と し て い　 ＼

る( 法 令 等 ウ)/ が ， 特 定 の 者 だ け を 別 に 生 活 し て い る. も め と み な し て 別 世 帯 卜 ＞

し の 取 扱 い と す る 世 帯 分 離 を す るﾚ とﾌ とﾚ も ヤ き 泰 こ1ﾚと と 右 れ ，･ﾉ具 体 的 な 例 と＼し て …………y，:･･

＼ 稼 働 能 力 が あ り/ な が ら 働ﾉ く 努 力 を し な い 者 が い る 恚 ぎ は ，卜
そ め 者 を 切 りﾚ離 し …

…
…'
…
……1

＞ 七 他 の 家 族 だ け を 保 護 す る/ こ ﾀど ﾌが゙ あ: る 〉( 法 令 等 オ)]ﾉIL･=･'世 帯 員 の な か 々 稼 働 能 ………]
…
…ﾚ･yl°.･

■I.･　　　　 ・　　･,･I■¶　　I　　■al■･.・　　　 ●　･'・　･･ ●‘　･I　　 ，.1　　　`　･.　｡l　　　,I ■■-a　　　　i　　 －　　■･　■…
……
力 力S あ り な がｽ ち 働 か な い 場 合ﾚ は: ，こ:,万保 護: の 補 足 性 向 原 理 に 照 も し て 保 護 の 要 件 ………::……，

を 欠 い て お りT√ 保

■　　　-- a●　I.　･･¶　.I'帯 員 １ 人 の た ﾀめ゙ に

を 受 け るﾌどｿどjが 々 毒ﾚなyく ﾌな゚ﾚり………(法 令 等 イユ)………、=働 力Sな い 世

い ］ご と を 防 ぐ た め
、/

働 力.
ゝ
な

■■■¶　 ■■III　､ ●　　　　　 ・　　 ●●. ’I-　 ■,
/I ‘ ？ ↑ ぐ ｙ てク てて ご= ツ ｒﾑ ﾂﾞ ？ サ フf? グ ぐ ７ ？ ご で冫 ツ

……]
て 气7==ｽ で こ

…
……冫 ゛rl て゛

，
｀' ｀T{ ？

ヽ
ﾌﾟ=17 乙

‥Tr
…
…………= ………

万

…

…44 丗 帯 鍼 辱 寮 を 匯 外 七= ｽﾞﾚ ……=ﾆ鏡-- ら',1万こ加J 丗 捨 貧 蚕 仟 竍 収 俸 扣 二 七 徠 埃 ずﾚ 匕 取 掫 いJ ……
…1
…

…ﾆﾉj･j

…
………
…I……=･

,.・y･.･　･,‥,- ﾂﾞ　 ．゚ -　 … ………ﾚ ．犬.　 ・ ･･･y･ﾝ 八匸･;… …:I･.': '..‘･-ﾆ'-･…… ，ｼﾞｰly..･･ﾚ.::'ヽ.'…… ……… … ………こ',I･.･'･;･…… … … … …　 ………… … … … …… … … …

･..-...･, ●●　"･.,.'..･ ，　･･.l･.･　 で･.･･ ..　･:'!　･ ●　 ●..●●'･･;･･..●-,●,'･.● ﾌﾟ･ ●･ -･.･ぺ,･-●,･●･.･.･..･ ●･.-.･.　.I　　.,.,.･･ ..'

活 動 を 行 ら 弋 い な いj ……づ以 上 に よ れ ばﾐﾉ,j 本 件 処 分 当 時 の 請 求 人 長 女 に う い 眠 〉

…… 稼 働 能 力 を 活 用j し て い る とﾉ ま で は 第 め 柮 糺 ず ご. 処 分 庁 が 行 づ 尭 世 帯 分 離 は 適
っ

ｽ……,法l･ と 行 わ れ て ﾌい゚ る √ ま た4
………請 求 人 は 反 論 書 に お い で レ 本 件 処 分 は 法 第 β2 万条 ……

＼ 一　一　 コ ‥‥‥ ‥ ‥卜I ﾀﾞ).… … ……ﾌ Ｊ゚.万… … ……………=………=……… ﾀﾞ……………　………:……… ………J………j……:……… ……… ……l.-I　 ≒.／ 卜　,　　 ‥‥‥‥ ‥
……
…l こ,

基 づ く 指 導 指 示 に 違 反 ＼じ た ご ど に よ る 処 分 ヤ あ くる= と と が ら
，･二弁 明 の 機 会 が レ

・　 ●・　　. ●'I　l,　　　　　　　 ■　㎜　　　■■I■■　11　・　,.　.　.　　 ■.■.I　　　　 ■■
…
……与 え ら れ る 必 要 が あ る と ど ろ

，
＼ 弁 明 φ 機 会 が 与 え ら れ 七 お ち ず

，
法 に 違 反 し

,･　I･　　　･a　　.-　　　-ri.....･ ●･.　 ‘.･　●　-'.. ，・ ..' ・　　　　7 ゛-. ●." ●･'.I･･　　.･'. ● ･.･　　..　 ・
匸 て い る 旨 主 張 し て い る が てﾉ 本 件 処 分 は 職 権 仁 よ り 保 護 の 変 更 が さ れ て い る ご ＼

……ﾚ と 力t 認 め ち れ 二( 法 令 等 耳) ……
，ｿ.1=

そ の 場 合 は 弁 明 φ 機 会ﾚ を 設 け ず と: も 職 権 にj よ り レ

㎜ ■　　■ ■　　　I ｀･･-　　　　.･"　 ・　　　･･･　.1　　　 ●●･･.･.･　･,-.I ･●-' .･●'I.　　 ¶　　I　　　　 ■･
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